
公募研修会について 

 

1. 目的 

公募研修会の目的は、静岡県理学療法士会会員（以下、県士会員）の中でも、学術活動に興味

がある、または既に精力的に学術活動を行っている県士会員の、さらなる学術力の向上です。 

 

2. 公募研修会の機会に至った経緯 

学術局で企画している学術研修会は、各専門部会で研修会の内容を決定しています。しかし、

県士会員の中には、「自身が学んだ内容をもっと他の県士会員に発信したい、けれど発表する機会

がない」と思っている県士会員も一定数いるのではないか、と予想されます。公募研修会は、そ

のような県士会員が、自ら研修会を企画立案・担当していただき、自身が学んだ知見を県士会員

に発信していただく機会を設定することで、自身の学術力向上の機会にしていただきます。 

 

3．対象とする分野・テーマ 

・神経系理学療法に関する分野・テーマを歓迎 

・理学療法に貢献できる内容が望ましい 

 

4. 申請要件 

・県士会員（登録／認定／専門理学療法士のいずれかであること） 

  

5. 謝金・交通費・新生涯学習システムのポイントなどの取り扱い 

 ・講師や共同発表者などへの謝金、交通費、宿泊費などは、県士会の規定に準じて支給します。 

 

6. 研修会の決定と申請者への連絡 

 ・学術局で審査し、6 月末ごろに申請者に結果を通知します。 

  

7. 申請者へのお願い 

 ・申請書を提出した後に、専門領域部長から必要に応じて内容の問い合わせをさせていただく場

合があります。 

 ・申請者が提案した研修会の内容だけではなく、審査の段階で学術局から内容について提案させ

ていただく場合があります。 

  ・研修会の時間は 120 分程度を予定していますが、実技を含めて実施場合は要相談とさせていた

だきます。 

 

8．発表者へのお願い 

 ・研修会の発表が正式に決定した後も、該当の専門部会で発表者と連絡を取り、内容や進捗を確

認させていただく場合があります。その際に、申請者の連絡先を専門部会長に提供させていた

だきます。 



 ・会場の選定・予約・機材の準備、広報（県士会ホームページ、県士会メールマガジン、県士会

LINE）など、研修会開催に必要な手続きは、他の研修会同様、担当専門部会で実施しますが、

発表者の希望も可能な範囲で取り入れさせていただきます。 

 ・当日の研修会の参加者の促しは、専門部会の広報だけでなく、申請者からも行っていただけま

すと幸いです。 

 ・当日の会場準備などは、専門部会で実施させていただきますが、可能であれば申請者の職場の

方やお知り合いの方にも協力いただきたいと思います。人数に制限はありますが、謝金・交通

費などは、専門部会の委員と同様に支給いたします。 

 

9. 申請先および問い合わせ先 

 聖隷クリストファー大学 吉本好延 連絡先：yoshinobu-y@seirei.ac.jp 

  

 申請書はメール添付で連絡先に送付してください。連絡先から 2 週間以上返信がない場合は、

届いていない可能性がありますので、必ず問い合わせをお願いします。 

 

10. 実施のスケジュール（予定） 

4 月 ：県士会から研修会の公募案内開始 

6 月 ：研修会の決定と申請者への連絡 

7 月 ：研修会実施まで発表準備、日程調整 

12 月 ：12 月-1 月 研修会実施 

 

11. 禁止事項 

企業の宣伝目的の利用 

 

以上 


